


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

はじめに  
 

「液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」は、⼀般消費者等におけ

るＬＰガスによる災害の防⽌及びＬＰガスの取引を適正にすることなどを⽬的として、

昭和43年３⽉１⽇に施⾏されました。 

その後、法・政省令などが社会の実態に合わせ改正され、現在に⾄っております。 

近年は、法令遵守はもちろんのこと⾃主保安も求められ、社会に対する企業責任が重

要視されるようになりました。 

⾃主保安は法令遵守あって初めて活きるものであり、常にＬＰガス販売事業が法令のも

と適切に運⽤されているかＬＰガス販売事業者は定期的に省みることが必要と考えます。 

ＬＰガス販売事業者に課せられた「役割と責務」を容易に省みることができるよう「法

令 指導」の講習テキストとしてその概要をわかりやすくまとめましたので、⽇常の販売

業務にご活⽤下さいますようお願いいたします。 

また、個々の詳細な内容については、法令集⼜は各種マニュアル等を併せて確認され

るようお願いいたします。 

なお、法令改正に伴う改訂、年度替わりに伴う更新等を適宜⾏っており、本書での法

令条⽂等は、令和６（2024）年４⽉１⽇時点の法令を基にしております。 
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販売事業登録申請書に添付する書類は次のとおりです。（規則第４条第２項） 
① 貯蔵施設（貯蔵量が3,000㎏未満のものに限る｡）の位置（他の施設との関係位置を

含む｡）及び構造並びに付近の状況を⽰す図⾯（法第11条ただし書に定める場合を除
く｡） 

② 法第11条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書⾯ 
③ 販売予定地域、販売予定⼾数及び販売予定数量 
④ 液化⽯油ガスによる災害により⽀払うことのある損害賠償の⽀払能⼒を証する書⾯ 
⑤ 申請者が法⼈である場合は、その法⼈の定款及び登記事項証明書 
⑥  申請者（申請者が法⼈である場合は、その法⼈及びその法⼈の業務を⾏う役員）が

法第４条第１項各号に該当しないことを誓約した書⾯ 
〈解釈〉○「販売所」とは、通常の場所において取引（契約）が成⽴する所をいい、その場

所からさらに他の場所に連絡され、他の場所から現品が供給されるような事情が
あっても、その場所において取引が成⽴する限り、当該場所は販売所である。 

○⾼圧ガス保安法第５条の許可を受けている者であっても、⼀般消費者等に対し液
化⽯油ガスを販売する事業を⾏おうとする場合には、販売事業の登録を受けなけ
ればなりません。 

○保安業務を委託して⾏う場合は、委託先保安機関の名称等を記載してください。 
○「保安業務」とは、規則第29条に保安業務の区分として規定されている。詳細に

ついては、「Ⅴ保安業務 ２．保安業務の内容」を参照のこと。 
○「保安機関」とは、⼀般消費者等に対する「保安業務」を⾏う者として、法第

29条第1項の規定に基づき、経済産業⼤⾂、都道府県知事⼜は指定都市の⻑の認
定を受けた者をいう。この認定は、2以上の都道府県の区域内に設置される販売
所の⼀般消費者等について保安業務を⾏う場合は、経済産業⼤⾂（権限の委任に
より1の産業保安監督部管内の場合は産業保安監督部⻑）、1の都道府県の区域
内に設置される販売所の⼀般消費者等について保安業務を⾏う場合は都道府県知
事（1の指定都市の区域内に設置される販売所の⼀般消費者等について保安業務
を⾏う場合は指定都市の⻑）が⾏う。 

【罰則】法第３条第１項の登録を受けないで液化⽯油ガス販売事業を⾏った者＝１年以下の
懲役若しくは50万円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。（法第96条の２第１
項） 

２．登録⾏政庁の変更届等 
液化⽯油ガス販売事業の登録を受けた者は、登録を受けた後、登録⾏政庁を越えて販売

所を変更する場合は、変更予定先の⾏政庁に対し登録申請を⾏い、旧登録⾏政庁に対して
登録⾏政庁変更届を提出しなければなりません。 

登録⾏政庁の変更届を提出しなければならない場合は次のとおりです。（法第６条） 
①  経済産業⼤⾂の登録を受けた者が１の都道府県⼜は指定都市の区域内にのみ販売所 

を有することとなったとき。 
② 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における販売所を廃⽌して、

他の1の都道府県⼜は1の指定都市の区域内にのみ販売所を有することとなったとき。 
③ 都道府県知事の登録を受けた者が２以上の都道府県の区域内に販売所を有すること

となったとき。 
④ 指定都市の⻑の登録を受けた者が当該指定都市の区域以外の区域内に販売所を有す

ることとなったとき。 
注）保安機関の認定を受けている事業者は、保安機関の認定⾏政庁の変更の⼿続も必要と
なります。 
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(1)販売事業者の変更 
⽒名⼜は名称及び住所並びに法⼈にあっては、その代表者の⽒名に変更があった場合 

① 販売事業者の名称、法⼈代表者の⽒名、住所の変更 
（例１） 会社の名称変更 

 
 
 
 
 
 

 

 

（例２）代表者（社⻑）の変更 
（例３）会社の住所の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 会社の法⼈格の変更 
（例１）合名会社 ⇔ 合資会社 （例２）有限会社 ⇔ 株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）個⼈商店から法⼈に変更する場合は、新たな登録と個⼈事業の廃⽌届けが必要となります。 
（例）〇〇商店（個⼈）→株式会社〇〇商店（法⼈） 
株式会社〇〇商店（法⼈）で都道府県知事に新規登録→〇〇商店（個⼈）の廃⽌届け 
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(2)販売所の変更 
販売所の名称及び所在地に変更があった場合 

① 販売所の名称変更 

 

 

 

 
 

 

② 販売所の住居表⽰の変更 
（例）○○市△△町１１－１１→  ○○市□□町１１－１１ 

注）町村合併等⾏政の都合により住居表⽰の変更がある場合は、販売事業者側からの変
更は原則として不要ですが、登録⾏政庁へ確認してください。 

③ 同⼀⾏政庁内での販売所の移転 
（例）同⼀県内での移転 
 
 
 
 
 
 

 
 

④ 販売所の増減（同⼀⾏政庁管内） 
（例１）広島県知事所管販売事業者が、広島県内に２箇所⽬の販売所を増設する。 

 
 
 
 
 
 

 

 
（例２）福岡県知事所管販売事業者が、２箇所の販売所を１箇所に統合する。 

注１）異なる⾏政庁に係る販売所の増減は、新⾏政庁に対し新規の登録と旧⾏政庁に対
し登録⾏政庁の変更の届出が必要となります。 

注２）保安機関及び特定液化⽯油ガス設備⼯事事業についても、法⼿続きが必要になる
場合がありますので注意してください。 
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(3)貯蔵施設の変更 
液化⽯油ガス販売事業の⽤に供する液化⽯油ガスの貯蔵施設の位置及び構造に変更があ

った場合は、販売所等の変更の届出に書類を添付しなければなりません。 
なお、貯蔵量が3000kg以上の貯蔵施設のように、法第36条に規定する都道府県知事

（指定都市の区域内にあっては指定都市の⻑）の許可を受けた貯蔵施設等を変更（撤去及
び軽微変更除く。）しようとするときは、変更の届出ではなく、その許可を受けた都道府
県知事（指定都市の区域内にあっては指定都市の⻑）の許可を受けなければなりません。
（法第37条の２） 

※ 変更の内容についてはⅢ販売事業「３．液化⽯油ガスの貯蔵施設（４）貯蔵施設の設置、
変更等（P.17）」を参照してください 

(4)保安機関の変更 
液化⽯油ガスの販売契約を締結する⼀般消費者等について、保安業務を⾏う保安機関の

⽒名⼜は名称及びその事業所の所在地に変更があった場合 

① 保安機関の変更 
（例１）○○配送センター㈱  →  ㈱△△供給センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（例２）㈱□□保安機関 → ⾃社で実施 
（例３）⾃社で実施  →  ㈱□□保安機関 

注）保安機関を変更したときは、遅滞なく､⼀般消費者等に対し書⾯を交付(保安機関名､住
所、連絡の⽅法）する必要があります。 
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②保安機関の事業所所在地の変更 

 

 

 

 

 

 
 

注）保安機関側の都合により変更しても、販売所等の変更の届出は販売事業者として必要です。 

〈解釈〉保安業務区分ごと販売所ごとに保安機関を変更したときには、届出が必要です。 

(5)損害賠償の⽀払い能⼒等の変更 
その販売した液化⽯油ガスにより⼀般消費者等の⽣命、⾝体⼜は財産について損害が⽣

じ、その被害者に対してその損害の賠償を⾏うべき場合に備えてとるべき措置の内容に変更
があった場合は、販売所等の変更届を提出しなければなりません。 

① 損害賠償の⽀払い能⼒の変更 
② 保険会社の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
注）⼀般財団法⼈全国ＬＰガス保安共済事業団から他の保険会社に変更したときは、保険

契約書、保険約款等が必要になります。 

【罰則】法第８条の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をした者＝10万円以下の過料に
処する。（法第104条第１号） 
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２．事業の相続 
事業主が死亡し、相続⼈（相続⼈が２⼈以上あるときは、その全員の同意により事業を承継す

べき相続⼈を選定したときはその者をいいます。）が事業を承継する場合。 
事業主が引退し、相続⼈が事業を承継する場合は事業の譲渡としての届出となります。

注）法⼈で代表者を変更したときは、販売所等の変更届となります。 

相続の場合には次の書⾯を添付しなければなりません。（規則第10条第２項第２号・第３号） 
① 販売事業者の地位を承継した相続⼈であって、２以上の相続⼈の全員の同意により選定さ

れたものにあっては、様式第８による書⾯及び⼾籍謄本 
②  販売事業者の地位を承継した相続⼈であって、①の相続⼈以外のものにあっては、様式

第９による書⾯及び⼾籍謄本 
〈解釈〉法第10条は、事業の全部の譲渡し⼜は相続若しくは合併があった場合を新規の登録の特例とし

て認めているもの。例えば、⼀部の販売所に係る事業の譲渡しの場合は､販売事業の登録⼜は販売
所等の変更の届出が必要となります。 

事業の全部の譲渡しとは、被承継者の液化⽯油ガスの販売に係るすべての事業について譲り渡
すことであり、すべての販売所について営業権、店舗及び貯蔵施設、従業員、帳簿等を譲り渡すことを
いいます。 

相続とは、その事業の包括承継のみを意味し、分割承継は含みません。 
承継に伴って販売所等の名称の変更があった場合は、届書にその旨を付記しなければなりません。 

【罰則】法第10条第３項の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をした者＝10万円以下の過料
に処する。（法第104条第１号） 

３．事業の⼀部承継 
(1)「承継」とは、ある液化⽯油ガス販売事業者が他の液化⽯油ガス販売事業者の権利義務の全部⼜は

⼀部を受け継ぎ、その権利義務に関して、その者と同じ位置に⽴つことであるから、⼀般消費者等が
単に液化⽯油ガス販売事業者を変更した場合には、そもそも「承継」に該当しません。 

(2)その上で、⼀部承継の例としては、「第７回 液化⽯油ガス⼩委員会＊（平成27年12⽉18⽇
開催）」の資料において「営業権、販売所、従業員、帳簿や調査・点検の結果等の保安情報、供給
設備等の全てを当該販売事業者に譲渡」したケースが例⽰されています（事例参照）。 

(3)ただし、実際には様々な事業の承継の事例があると思われるので、各事業所の実情に応じて、当該
事例以外の承継については、所管⾏政庁に事前に確認してください。 

(4)他⽅、保安関係の帳簿・書類など、保安業務を適正に⾏うために必要な書類が確実に引き継
がれない⼀部承継については、供給開始時点検と同等の点検調査が必要となります。 

(5)なお、⼀部承継の際に必要となる⼿続きとしては、液化⽯油ガス法第１０条に定める全
部承継にはあたらないため、同条第３項の承継届出は不要ですが、別途、同法第３条第
１項の液化⽯油ガス販売事業者登録や第８条の液化⽯油ガス販売所等変更届出等が必
要になる場合があります。 

＊︓経済産業省 産業構造審議会 保安分科会 液化⽯油ガス⼩委員会 

〈事例〉液化⽯油ガス法における⼀部承継の事例 
2県（A県、B県。いずれも県内に指定都市がない。）にまたがり複数の販売所を設置していた液化
⽯油ガス販売事業者が、Ａ県から営業活動を撤退し、Ｂ県のみの販売所で販売事業を継続すること
とした。 
撤退するＡ県の⼀般消費者等については、他の液化⽯油ガス販売事業者に引き継ぐこととし、Ａ県
における販売事業に係る営業権、販売所、従業員、帳簿や調査・点検の結果等の保安情報、供給設備
等の全てを当該販売事業者に譲渡した。 
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■例 社内⼈事異動等による変更 等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〈解釈〉業務主任者関係 
１． 同⼀の販売所において⾼圧ガス販売主任者と兼務することは認められます。ただし、

その職務が過⼤になって実⾏できない場合には、「職務を⾏わせなければならない」の
規定に違反することになります。 

２． 「職務を⾏わせ」とは、業務主任者を選任するだけでなく、実際に業務主任者とし
てその職務を⾏うことを命じ、その職務を⾏うことができる部署に配置し、職務を⾏う
ことができる環境を整備し、業務主任者がその職務を怠るときは、これを督励し、その
職務を⾏わせることです。 

〈解釈〉業務主任者の代理者関係 
１． 業務主任者の代理者の選任は、原則として「業務主任者の選任と同時に」として運⽤

します｡ 
２． 法第21条の業務主任者が「旅⾏、疾病その他の事故によって、その職務を⾏うこと 

ができない場合」とは、相当⻑期の職務遂⾏不可能な場合をいい、⼀時的な不在等の 
場合は除かれます。 

【罰則】法第19条第１項、法第21条第１項の規定に違反した者＝６⽉以下の懲役若しくは30万
円以下の罰⾦に処し、⼜はこれを併科する。（法第98条第２号） 
法第19条第２項、法第21条第２項の規定による届出をせず、⼜は虚偽の届出をした者
＝20万円以下の罰⾦に処する。（法第101条第２号） 
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(2)業務主任者等の選任数 
販売事業者は、⼀般消費者等の数が1,000

未満の販売所は１⼈、1,000以上の販売所は
２⼈に⼀般消費者等の数が2,000を増すごと
に１⼈を加算した数。 

なお、⼀般消費者等の数が1,000未満の販
売所で選任された業務主任者は、①当該販
売所が相互に60分以内に到着できる場合、
②当該販売所の⼀般消費者等の数が合計で
1,000未満の場合には他の２以内の販売所の
業務主任者を兼務することができます。
（規則第22条) 

また、業務主任者の代理者は販売所ごとに
１⼈以上を選任しなければなりません。（規
則第25条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈解釈〉「⼀般消費者等の数」とは、供給設備により供給している場合にあっては、ガスメーター１
個につき１として算定します。 

 

(3)業務主任者等の資格 
① 業務主任者 

第⼆種販売主任者免状の交付を受け、液化⽯油ガスの販売の実務に６⽉以上従事した経
験をもつ者。（法第19条第１項、規則第22条第３項・第４項） 

② 業務主任者の代理者 
業務主任者と同様の免状、経験を有する者⼜は液化⽯油ガスの販売の経験を有する者 

（⾼圧ガス保安協会の⾏う業務主任者の代理者講習を修了し、液化⽯油ガスの販売の実務
に６⽉以上従事した経験を有し、かつ、18歳以上の者｡)。 

（法第21条第１項、規則第25条第３項） 
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(4)業務主任者等の職務 
業務主任者は、液化⽯油ガスの販売に係る保安に関し経済産業省令で定める職務を誠実

に⾏わなければなりません。（法第20条） 

経済産業省令で定める職務は、次のとおりです。（規則第24条） 
①  法第３条第２項第３号から第５号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第８条

の届出がなされるよう監督すること。 
② 法第14条の書⾯を作成し、⼜はその作成を指導すること。 
③ 液化⽯油ガスの販売の⽅法が法第16条第２項の基準に適合し、⼜は適合して維持され

るよう監督すること。 
④  貯蔵施設が法第16条第１項⼜は法第37条の基準に適合し、⼜は適合して維持されるよ

う監督すること。 
⑤  供給設備が法第16条の２第１項の基準（特定供給設備にあっては、法第37条の基準）

に適合し、⼜は適合して維持されるよう監督すること。 
⑥ 法第18条第１項の規定による保安教育の計画の⽴案、実施⼜はその監督を⾏うこと｡ 
⑦ 法第27条第１項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。 
⑧ 法第36条第１項に規定する貯蔵施設⼜は特定供給設備が、法第37条の２第１項の許可を

受けないで変更されること及び法第37条の３第１項の完成検査を受けないで使⽤されること
がないよう監督すること。 

⑨ 法第37条の４第１項に規定する充てん設備が、法第37条の４第３項において準⽤する
法第37条の２第１項の許可を受けないで変更されること、法第37条の４第４項において
準⽤する法第37条の３第１項の完成検査を受けないで使⽤されること及び法第37条の６
第１項の保安検査を受けないで使⽤されることがないよう監督すること。 

⑩ 帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。 

〈解釈〉⑦の「保安業務の実施及びその結果を確認」には、保安機関から保安業務を実施し
たことにつき報告された内容を確認し、技術上の基準に適合しないと認められるも
のについては、所要の措置を講ずることまでが含まれます。 

１⼈の業務主任者に対し２⼈以上の業務主任者の代理者を選任する場合は、その
職務の代⾏の順序を明らかにする必要があります。 
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３．液化⽯油ガスの貯蔵施設 
(1)貯蔵施設の設置 

販売事業者は、貯蔵施設を販売所と同⼀敷地内に設置しなければなりません。貯蔵施設を
敷地外に設置する場合は、販売所から５km以内の場所に設置し、次の①に掲げる要件を満
たすことが条件となります。また、貯蔵施設を所有⼜は占有しなくてもよい場合があります。 

（法第11条、規則第11条） 
 

① 貯蔵施設 
販売事業者は、販売所ごとに⾯積３㎡以上の貯蔵施設（容器置場）を所有⼜は占有し

なければなりません。 
貯蔵施設は、販売所と同⼀敷地内に設置するか、敷地外の場合は次に掲げる要件を満た

し、販売所から５km以内の場所に設置します。 
イ 10分以内に到着できるよう⾞両を保有する。 
ロ  貯蔵施設に従業員で有資格者（保安業務員及び調査員を含む。）が管理⼈で常駐する

か、⼜は貯蔵施設に関係者以外の者が容易に近づけず⽴ち⼊らないような措置を講じる
（さく、へいを設け、施錠等を⾏うことなどが考えられるが、これに限らないと通達に
記載されている）。 

ハ  共同の貯蔵施設は、販売事業者ごとの占有範囲をへい、くさり等で明確に区分し､ 
必要な器具は専⽤のものを備える。 

ニ 共同の貯蔵施設は、賃貸借契約等により管理責任を明確にする。 
② 貯蔵施設の共⽤ 

２以上の販売所で１つの貯蔵施設を共⽤してもよい。ただし使⽤部分を明確にす
る。また、⾯積は販売所数×３㎡以上とする。 

③ ⾯積の算定 
イ 柱、壁の中⼼線から算定する。 
ロ 同⼀敷地内の貯蔵施設は合算して３㎡以上あればよい。 
ハ  ⼀般消費者等以外に販売するＬＰガス容器（⾼圧ガス保安法適⽤）が含まれていて

も、施設⾯積として販売所ごとに３㎡以上あればよい。 
ニ  ＬＰガス以外の⾼圧ガスを併せて貯蔵する場合は、その部分を除いて３㎡以上必要 

で、かつ、ＬＰガスと区分して貯蔵する。 
④ 貯蔵施設を所有⼜は占有しなくてもよい例 

イ  販売事業者が第⼀種製造者であって、⾼圧ガス保安法第８条第１号の技術上の基準 
に適合する貯蔵施設を所有⼜は占有している場合 
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ロ 販売事業者が第⼀種貯蔵所を所有⼜は占有している場合 
ハ ⼀般消費者等へ販売する充てん容器等の保管、容器の引渡し及び引取りを次の者に全量

委託している場合 
ａ  第⼀種製造者であって、⾼圧ガス保安法第８条第１号の技術上の基準に適合する 

貯蔵施設を所有⼜は占有している場合 
ｂ 第⼀種貯蔵所を所有し、⼜は占有している者 

ニ 販売事業者が⼀般消費者等へのＬＰガスの販売を全量バルク供給にしている場合   
ホ 農業協同組合などの所有する貯蔵施設から、組合員の販売事業者が常に仕⼊れが 

できる場合 
ヘ  近接する資本的結合のある第⼀種製造者が所有し⼜は占有する充てん所の貯蔵施設

があり、常にＬＰガスの仕⼊れができる場合 

〈解釈〉「貯蔵施設を所有⼜は占有しなければならない」とは、単に⾃ら所有し、⼜は占有
しているのみでは⾜りず⾃ら使⽤しうる状態、条件で所有し、⼜は占有しなければな
りません。例えば、所有はしているが、他⼈に貸している場合は、該当しません。 

【罰則】法第11条の規定に違反した者＝６⽉以下の懲役若しくは30万円以下の罰⾦に処し、
⼜はこれを併科する。（法第98条第２号） 

(2)貯蔵施設に関する基準 

 

 

 

 

 
 

（規則第14条関係） 
① 貯蔵施設は明⽰し、外部から⾒やすいよう警戒標を掲げる。 
② 第⼀種・第⼆種保安物件に対して施設距離以上の距離を確保する。

障壁※を設けることにより施設距離を短縮できる。 
※障壁の具体的内容は、例⽰基準（2.障壁）に⽰される。また、同例⽰基準の「対象物を有効に保護

できるもの」とは、障壁の先端を曲げる⽅法とエキスパンドメタルの設置による⽅法がある。（＊） 

＊事務連絡（28商ガ第11号、平成28年6⽉8⽇） 

③ 不燃性⼜は難燃性の軽量な屋根とする。 
④ ＬＰガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とする。 
⑤ 消⽕設備を設置する。 

（規則第16条関係） 
① 容器は、充てん容器と残ガス容器にそれぞれ区分して置くこと。 
② 貯蔵施設には、容器及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かない。 
③  貯蔵施設の周囲２ｍ以内には、⽕気⼜は引⽕性若しくは発⽕性の物を置かない。（障

壁を設けた場合の定めあり。） 
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５．書⾯の交付 
販売事業者は、⼀般消費者等と販売契約締結の際には、下

記記載事項を記した書⾯を交付しなければなりません。 
また、記載事項の内容を変更した場合は、交付をし直すか

変更した部分のみを交付しなければなりません。（法第14
条、規則第13条） 

(1)契約締結時交付事項等 
① ＬＰガスの種類 
② ＬＰガスの引渡しの⽅法 
③ 供給設備及び消費設備の管理の⽅法 

④ 消費設備の調査の⽅法及び周知の⽅法 
⑤ 保安機関の⽒名⼜は名称 
⑥ その他規則第13条で定める事項 

規則第13条で定める事項 
① 販売事業者及び保安機関の責任に関する事項 
② ⼀般消費者等の責任に関する事項 
③ ＬＰガスの計量の⽅法 
④ 質量販売における残ガスの引取りの⽅法 
⑤ ＬＰガスの価格の算定⽅法、算定の基礎となる項⽬及び内容の説明＊ 
⑥ 供給設備及び消費設備の所有関係 
⑦ 供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費⽤の負担の⽅法 
⑧  販売事業者が所有権を有する消費設備を⼀般消費者等が利⽤する場合、⼀般消費者

等が⽀払うべき費⽤の額及び徴収⽅法 
⑨  販売事業者が所有権を有する消費設備に係る配管の所有権を、販売契約解除時に⼀

般消費者等に移転する場合の清算額の計算⽅法 
⑩ 保安機関の名称、住所及び連絡⽅法 
＊参考︓規則第 13 条５号に係る「価格の算定⽅法」、「算定の基礎となる項⽬」及び「算定の基礎となる項⽬につ

いての内容の説明」の解釈については、「通達【平成09･03･17資庁第１号（平成９年３⽉19⽇）】／ 通
達【20170207資庁第６号（平成29年２⽉22⽇）】」を参照。 

〈解釈〉１．「書⾯」は、契約書である必要はありません。 
２．「交付しなければならない」とは、販売事業者に交付義務を課しているだけであっ
て販売事業者に対する交付請求権が⼀般消費者等にあることを意味するものでは
ありません。 

３．「液化⽯油ガスの引渡しの⽅法」としては、容器に充てんされている液化⽯油ガス
を引き渡す場合には、「継続的消費に⽀障を⽣じないよう遅滞なく、かつ、配管
に接続して」液化⽯油ガスを引き渡すことを具体的に記載してください。また、
容器に充てんされている液化⽯油ガスを引き渡さない場合には「計画的な容器の
交換等により、⼀般消費者等の継続的消費に⽀障を⽣じないよう遅滞なく」液化
⽯油ガスを引き渡すことを具体的に記載してください。 

４．「供給設備及び消費設備の管理の⽅法」として、消費者が供給設備の取外しを⾏う
場合には、保安の確保のため当該供給設備に係る販売事業者に連絡しなければな
らない旨記載してください。 
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５．販売事業者の保安サービスの内容（消費者宅の調査点検の毎年実施、全消費者
宅へのヒューズガス栓設置等）についても記載するようにしてください。 

６．「販売事業者及び保安機関の責任に関する事項」としては、販売事業者及び保
安機関の保安上の責任を有する範囲等を記載してください。 

７．販売事業者が保安機関を変更したときは、遅滞なく、⼀般消費者等に対し書⾯
を交付する必要があります。その際、⑩の内容のみを交付することでもよい。 

【罰則】法第14条第２項の規定による命令に違反した者＝30万円以下の罰⾦に処する。 
（法第100条第１号） 

(2)書⾯以外による交付⽅法 
販売事業者は、⼀般消費者等の承諾を書⾯等（書⾯⼜は情報通信技術を利⽤する⽅法）

で得た上で、電磁的⽅法によって契約締結時交付事項等を提供することができる。（法第
14条第３項、施⾏令第５条、規則第13条第２項） 

６．販売の⽅法 
販売事業者は、規則第16条の規定に基づきＬＰガスを販売しなければなりません。販売

の基本は、ガスメーターによる体積販売です。 
しかし、屋外において移動して消費する場合、内容積20Ｌ以下の容器の場合、カップリ

ング付容器⽤弁を有する内容積25Ｌ以下の容器の場合などは、質量販売が可能です。 
（法第16条、規則第16条） 
 
 
 
 
 
 

(1)販売⽅法の主な基準 
■容器関係 
① ⼀般消費者等の供給設備・消費設備に取り付ける充てん容器は、外⾯に使⽤上⽀障の

ある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、ＬＰガスが漏えいしていないもので
あること。 

② ⼀般消費者等の供給設備・消費設備に取り付ける充てん容器は、充てん期間を６⽉以
上経過していないものであり、かつ、その旨を明⽰したものであること。 

③ 容器交換時に、ＬＰガスの供給が中断することにより使⽤中の燃焼器からＬＰガスが漏
えいしないよう末端ガス栓を閉⽌する等の措置を講ずること。ただし、⼀般消費者等への
ＬＰガスの供給を中断することなく容器交換を⾏うことができる設備を設けている場合は、
この限りではない。 

〈解釈〉「その旨を明⽰」の明⽰する事項は、「充てん期限□－○」（□は年、○は⽉を⽰
す｡）とし、年については、⻄暦年4桁とし、⽉については、次回の再検査を受けない
で充てんできる最終⽇を含む⽉とする。⽂字⾊は⾚、⼀⽂字の⼤きさは縦横３cm以
上とし、その位置は、容器の胴部の⾒やすい箇所とします。 
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■供給、取引関係 
① 販売事業者の所有する消費設備を⼀般消費者等が利⽤する場合は、ＬＰガスの供給開

始時までに、当該消費設備が販売事業者の所有する設備であることを当該⼀般消費者等
に確認すること。 

② ＬＰガスの引渡しは⼀般消費者等の継続的消費に⽀障を⽣じないように遅滞なくすること。 
③ ⼀般消費者等に対して液化⽯油ガスの供給に係る料⾦その他の⼀般消費者等の負担と

なるものを請求するときは、その料⾦その他の⼀般消費者等の負担となるものの算定根
拠を通知すること。 

④ 販売契約解除の申し出に対し、販売事業者所有設備の取扱いは正しく⾏うこと。 
イ 供給設備 

供給設備の撤去は、所有者である販売事業者が⾃ら⾏う。販売事業者は⼀般消費者 
等から契約解除の申し出があった場合には、正当な事由が無い限り遅滞なく供給設備 
を撤去（原則⼀週間以内）すること。 

ロ 消費設備 
消費設備に係る配管であって販売事業者が所有するものについては、当該⼀般消費 

者等が別段の意思表⽰をする場合そのほかやむを得ない事情がある場合を除き、適正な
対価で⼀般消費者等に所有権を移転すること。 

■供給管、配管、集合装置の修理 
供給管、配管⼜は、集合装置を修理するためにＬＰガスを遮断するときは保安上⽀障が

ない状態で⾏うこと。 

■バルク貯槽 
① バルク貯槽は規定に基づき検査を⾏うこと。（バルク貯槽及び附属機器等の検査につ

いては、巻末（P.53）の参考資料を参照してください。） 

② バルク貯槽の修理、清掃⼜は検査は、保安上⽀障がない状態で⾏うこと。 

(2)質量販売の可能な場合 
質量販売は以下の場合が可能です。（質量販売時の注意事項等については巻末（P.52）

の参考資料を参照してください。） 
① 屋外において移動して消費する場合 

（例）屋台（⾞両による場合を含む。）、イベント、お祭等 
② 内容積20Ｌ以下の容器により消費する場合 

イ 調整器が接続された内容積８Ｌ以下の容器（２kg容器等）を移動して消費 
（例）料理飲⾷店、宴会場等 

ロ 20Ｌ以下の容器（８kg容器等）を配管に接続して消費 
（例）⼯事事務所、臨時的な少量消費先等 

③ 内容積25Ｌ以下の容器（カップリング付容器⽤弁を有するもの） 
④  販売契約の締結⽇から１年以内に取引が停⽌することが明らかで、登録⾏政庁が認め

た消費の場合 
⑤ ⾼圧ガス保安法の適⽤を受ける販売と不可分な消費の場合 
⑥ 経済産業⼤⾂が配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた消費の場合 
⑦ 災害救助法第23条により供与された応急仮設住宅で消費する場合 


